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衆
議
院
議
員
平
将
明
君
提
出
加
工
食
品
に
対
す
る
、
飽
和
脂
肪
酸
、
ト
ラ
ン
ス
脂
肪
、
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
含
有
量
表
示
義
務

付
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
平
将
明
君
提
出
加
工
食
品
に
対
す
る
、
飽
和
脂
肪
酸
、
ト
ラ
ン
ス
脂
肪
、
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
含
有
量
表
示

義
務
付
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

厚
生
労
働
省
の
国
民
栄
養
調
査
及
び
国
民
健
康
・
栄
養
調
査
に
よ
る
と
、
昭
和
五
十
四
年
か
ら
平
成
二
十
年
ま
で
の
脂
質

の
一
人
一
日
当
た
り
の
平
均
摂
取
量
は
、
昭
和
五
十
四
年
が
五
十
四
・
八
グ
ラ
ム
、
昭
和
五
十
五
年
が
五
十
二
・
四
グ
ラ
ム
、

昭
和
五
十
六
年
が
五
十
四
・
七
グ
ラ
ム
、
昭
和
五
十
七
年
が
五
十
八
・
〇
グ
ラ
ム
、
昭
和
五
十
八
年
が
五
十
八
・
六
グ
ラ
ム
、

昭
和
五
十
九
年
が
五
十
八
・
〇
グ
ラ
ム
、
昭
和
六
十
年
が
五
十
六
・
九
グ
ラ
ム
、
昭
和
六
十
一
年
が
五
十
六
・
六
グ
ラ
ム
、

昭
和
六
十
二
年
が
五
十
六
・
六
グ
ラ
ム
、
昭
和
六
十
三
年
が
五
十
八
・
三
グ
ラ
ム
、
平
成
元
年
が
五
十
八
・
九
グ
ラ
ム
、
平

成
二
年
が
五
十
六
・
九
グ
ラ
ム
、
平
成
三
年
が
五
十
八
・
〇
グ
ラ
ム
、
平
成
四
年
が
五
十
八
・
四
グ
ラ
ム
、
平
成
五
年
が
五

十
八
・
一
グ
ラ
ム
、
平
成
六
年
が
五
十
八
・
〇
グ
ラ
ム
、
平
成
七
年
が
五
十
九
・
九
グ
ラ
ム
、
平
成
八
年
が
五
十
八
・
九
グ

ラ
ム
、
平
成
九
年
が
五
十
九
・
三
グ
ラ
ム
、
平
成
十
年
が
五
十
七
・
九
グ
ラ
ム
、
平
成
十
一
年
が
五
十
七
・
九
グ
ラ
ム
、
平

成
十
二
年
が
五
十
七
・
四
グ
ラ
ム
、
平
成
十
三
年
が
五
十
五
・
三
グ
ラ
ム
、
平
成
十
四
年
が
五
十
四
・
四
グ
ラ
ム
、
平
成
十

五
年
が
五
十
四
・
〇
グ
ラ
ム
、
平
成
十
六
年
が
五
十
四
・
一
グ
ラ
ム
、
平
成
十
七
年
が
五
十
三
・
九
グ
ラ
ム
、
平
成
十
八
年

一



が
五
十
四
・
一
グ
ラ
ム
、
平
成
十
九
年
が
五
十
五
・
一
グ
ラ
ム
、
平
成
二
十
年
が
五
十
二
・
一
グ
ラ
ム
で
あ
る
。
ま
た
、
平

成
十
三
年
か
ら
平
成
二
十
年
ま
で
の
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
の
一
人
一
日
当
た
り
の
平
均
摂
取
量
は
、
平
成
十
三
年
が
三
百
四
十

六
ミ
リ
グ
ラ
ム
、
平
成
十
四
年
が
三
百
三
十
八
ミ
リ
グ
ラ
ム
、
平
成
十
五
年
が
三
百
三
十
一
ミ
リ
グ
ラ
ム
、
平
成
十
六
年
が

三
百
二
十
ミ
リ
グ
ラ
ム
、
平
成
十
七
年
が
三
百
十
八
ミ
リ
グ
ラ
ム
、
平
成
十
八
年
が
三
百
二
十
三
ミ
リ
グ
ラ
ム
、
平
成
十
九

年
が
三
百
二
十
三
ミ
リ
グ
ラ
ム
、
平
成
二
十
年
が
三
百
七
ミ
リ
グ
ラ
ム
で
あ
る
。
な
お
、
昭
和
五
十
四
年
か
ら
平
成
十
二
年

ま
で
の
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
の
摂
取
状
況
並
び
に
飽
和
脂
肪
酸
及
び
ト
ラ
ン
ス
脂
肪
酸
の
摂
取
状
況
に
つ
い
て
は
、
把
握
し
て

い
な
い
。

飽
和
脂
肪
酸
、
ト
ラ
ン
ス
脂
肪
酸
及
び
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
に
関
連
す
る
主
な
生
活
習
慣
病
と
し
て
は
、
脳
血
管
疾
患
、
虚

血
性
心
疾
患
及
び
脂
質
異
常
症
が
考
え
ら
れ
る
。
昭
和
五
十
四
年
か
ら
平
成
二
十
年
ま
で
の
三
十
年
間
に
お
け
る
当
該
疾
患

に
係
る
患
者
数
の
増
減
数
の
推
移
に
つ
い
て
は
、
疾
患
に
含
ま
れ
る
疾
病
の
分
類
や
診
断
基
準
が
見
直
さ
れ
て
い
る
た
め
単

純
に
比
較
で
き
な
い
が
、
厚
生
労
働
省
の
患
者
調
査
に
お
け
る
推
計
患
者
数
（
調
査
日
当
日
に
、
病
院
及
び
一
般
診
療
所
で

受
療
し
た
患
者
の
推
計
数
を
い
う
。
）
に
よ
り
、
仮
に
増
減
数
を
計
算
す
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

脳
血
管
疾
患
に
つ
い
て
は
、
昭
和
五
十
四
年
に
お
い
て
二
十
三
万
千
人
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
、
昭
和
五
十
五
年
は
二
万
七
千

二



九
百
人
の
増
、
昭
和
五
十
六
年
は
一
万
六
千
三
百
人
の
減
、
昭
和
五
十
七
年
は
三
万
八
千
三
百
人
の
増
、
昭
和
五
十
八
年
は

一
万
八
千
七
百
人
の
増
、
昭
和
五
十
九
年
は
二
万
七
千
五
百
人
の
減
、
昭
和
六
十
二
年
は
六
万
二
千
六
百
人
の
増
、
平
成
二

年
は
四
万
二
千
八
百
人
の
増
、
平
成
五
年
は
九
千
人
の
減
、
平
成
八
年
は
二
万
千
三
百
人
の
増
、
平
成
十
一
年
は
二
万
四
千

九
百
人
の
減
、
平
成
十
四
年
は
一
万
四
千
八
百
人
の
減
、
平
成
十
七
年
は
六
千
四
百
人
の
増
で
あ
り
、
平
成
二
十
年
に
お
い

て
は
三
万
七
千
二
百
人
減
の
三
十
一
万
九
千
三
百
人
と
な
っ
て
い
る
。

虚
血
性
心
疾
患
に
つ
い
て
は
、
昭
和
五
十
四
年
に
お
い
て
十
万
八
千
七
百
人
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
、
昭
和
五
十
五
年
は
一
万

五
千
四
百
人
の
増
、
昭
和
五
十
六
年
は
一
万
人
の
増
、
昭
和
五
十
七
年
は
一
万
三
千
人
の
減
、
昭
和
五
十
八
年
は
二
万
三
千

七
百
人
の
増
、
昭
和
五
十
九
年
は
一
万
八
千
七
百
人
の
減
、
昭
和
六
十
二
年
は
千
七
百
人
の
減
、
平
成
二
年
は
一
万
四
千
三

百
人
の
増
、
平
成
五
年
は
一
万
三
千
九
百
人
の
減
、
平
成
八
年
は
一
万
四
千
三
百
人
の
増
、
平
成
十
一
年
は
一
万
五
千
三
百

人
の
減
、
平
成
十
四
年
は
二
万
三
千
三
百
人
の
減
、
平
成
十
七
年
は
五
千
九
百
人
の
減
で
あ
り
、
平
成
二
十
年
に
お
い
て
は

七
千
八
百
人
減
の
八
万
六
千
八
百
人
と
な
っ
て
い
る
。

脂
質
異
常
症
に
つ
い
て
は
、
昭
和
五
十
四
年
に
お
い
て
八
千
九
百
人
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
、
昭
和
五
十
五
年
は
千
六
百
人
の

増
、
昭
和
五
十
六
年
は
八
百
人
の
減
、
昭
和
五
十
七
年
は
四
百
人
の
増
、
昭
和
五
十
八
年
は
三
千
人
の
増
、
昭
和
五
十
九
年

三



は
二
千
二
百
人
の
減
、
昭
和
六
十
二
年
は
五
千
九
百
人
の
増
、
平
成
二
年
は
一
万
五
千
八
百
人
の
増
、
平
成
五
年
は
二
万
千

七
百
人
の
増
、
平
成
八
年
は
三
万
六
千
人
の
増
、
平
成
十
一
年
は
一
万
千
六
百
人
の
増
、
平
成
十
四
年
は
一
万
七
千
五
百
人

の
増
、
平
成
十
七
年
は
八
千
人
の
増
で
あ
り
、
平
成
二
十
年
に
お
い
て
は
八
千
五
百
人
減
の
十
一
万
八
千
九
百
人
と
な
っ
て

い
る
。

二
に
つ
い
て

我
が
国
に
お
い
て
は
、
「
二
十
一
世
紀
に
お
け
る
国
民
健
康
づ
く
り
運
動
（
健
康
日
本
二
十
一
）
」
に
基
づ
き
、
健
康
寿

命
を
伸
ば
し
生
活
の
質
を
高
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
生
活
習
慣
病
に
関
す
る
知
識
の
普
及
啓
発
や
調
査
研
究
を
実
施
し

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

諸
外
国
に
お
け
る
健
康
政
策
に
つ
い
て
は
、
網
羅
的
に
は
把
握
し
て
い
な
い
が
、
例
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て

は
、
「H

ealthy
People

２０１０

」
に
基
づ
き
、
健
康
的
で
質
の
高
い
生
活
を
持
続
し
健
康
を
害
す
る
行
為
を
減
少
さ
せ
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
、
官
民
が
協
力
し
て
、
健
康
的
な
生
活
習
慣
の
普
及
や
疾
病
の
予
防
を
推
進
し
て
お
り
、
ま
た
、
英
国
に

お
い
て
は
、
「O

ur
H

ealthier
N

ation

」
に
基
づ
き
、
二
千
十
年
ま
で
に
心
臓
病
、
脳
卒
中
及
び
関
連
疾
患
に
よ
る
六
十
五

歳
未
満
の
死
亡
率
を
千
九
百
九
十
六
年
比
で
三
分
の
一
以
上
削
減
す
る
こ
と
な
ど
の
目
標
を
達
成
す
べ
く
、
国
民
が
よ
り
快

四



適
な
環
境
で
健
康
で
長
生
き
で
き
る
よ
う
な
環
境
整
備
、
有
病
率
や
死
亡
率
の
地
域
間
格
差
の
是
正
等
に
取
り
組
ん
で
い
る

と
承
知
し
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

販
売
に
供
す
る
食
品
（
特
別
用
途
食
品
を
除
く
。
）
に
つ
き
、
栄
養
表
示
を
し
よ
う
と
す
る
者
及
び
栄
養
表
示
食
品
を
輸

入
す
る
者
は
、
健
康
増
進
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
号
）
第
三
十
一
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
栄
養
表
示
基
準
（
平

成
十
五
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
七
十
六
号
）
に
従
い
、
た
ん
ぱ
く
質
、
脂
質
、
炭
水
化
物
及
び
ナ
ト
リ
ウ
ム
の
量
並
び
に

熱
量
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
理
由
は
、
た
ん
ぱ
く
質
に
つ
い
て
は
、
体
の
細
胞
や
組
織
の
主
成
分
で
あ
り
、
か
つ
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
と
な
る
た
め
、

脂
質
に
つ
い
て
は
、
た
ん
ぱ
く
質
や
炭
水
化
物
の
二
倍
以
上
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
持
つ
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
で
あ
る
た
め
、
炭
水
化

物
に
つ
い
て
は
、
す
ぐ
消
化
さ
れ
、
あ
る
い
は
貯
蔵
さ
れ
て
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
と
な
る
た
め
及
び
ナ
ト
リ
ウ
ム
に
つ
い
て
は
、

そ
の
過
剰
な
摂
取
が
高
血
圧
等
の
要
因
と
な
る
た
め
並
び
に
熱
量
に
つ
い
て
は
、
そ
の
過
剰
な
摂
取
が
肥
満
の
要
因
の
一
つ

と
な
っ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

五



平
成
二
十
一
年
十
二
月
よ
り
、
消
費
者
庁
に
お
い
て
「
ト
ラ
ン
ス
脂
肪
酸
に
係
る
情
報
の
収
集
・
提
供
に
関
す
る
関
係
省

庁
等
担
当
課
長
会
議
」
を
開
催
し
、
ト
ラ
ン
ス
脂
肪
酸
の
摂
取
量
や
健
康
へ
の
影
響
等
に
関
す
る
情
報
収
集
等
に
つ
い
て
検

討
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
加
工
食
品
に
お
け
る
ト
ラ
ン
ス
脂
肪
酸
の
含
有
量
の
表
示
に
つ
い
て
は
、
飽
和
脂
肪
酸
及
び

コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
の
含
有
量
の
表
示
を
含
め
、
同
会
議
の
議
論
を
踏
ま
え
つ
つ
、
検
討
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

五
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
レ
ポ
ー
ト
は
、
御
指
摘
の
内
容
を
明
示
的
に
勧
告
し
た
も
の
で
は
な
い
と
承
知
し
て
い
る
が
、
二
千
四
年
五
月

の
第
五
十
七
回
世
界
保
健
総
会
に
お
い
て
採
択
さ
れ
た
「
食
事
、
運
動
と
健
康
に
関
す
る
世
界
戦
略
」
の
策
定
に
当
た
っ
て

の
基
礎
資
料
の
一
つ
で
あ
り
、
今
後
の
我
が
国
の
栄
養
表
示
基
準
制
度
の
検
討
に
当
た
っ
て
の
重
要
な
資
料
の
一
つ
で
あ
る

と
認
識
し
て
い
る
。

六


